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１．研究目的
　ソーシャルワーカーは組織や現場の状況に合
わせて、その役割や機能を変遷させてきているi。
保健医療分野のソーシャルワークは病院内での活
動が中心であったが、在宅療養支援診療所が地域
包括ケアにおける在宅医療を担う機関として新た
に位置づけられ、ソーシャルワーカーが少しずつ
ではあるが配置されてきている。その実践のあり
方は従来の病院におけるソーシャルワークとは異
なる、今後の地域における保健医療ソーシャル
ワークのあり方を示していくことになると思われ
る。この在宅療養支援診療所のソーシャルワーク
に注目し、その役割や機能、またアプローチのあ
り方について考察してみたい。
　本研究では、大学病院や救急病院などから自宅
に退院し、在宅療養を開始する多くの患者の訪問
診療を担う、都市部にある A 在宅療養支援診療
所（以下 A 診療所）におけるソーシャルワーク
の役割と機能に注目する。小規模の診療所でソー
シャルワーカーが配置されていることは少ない ii。
この点を考慮し、組織的な診療体制を備えている
A 診療所のソーシャルワーカーの実践行動に焦点
をあてる。A 診療所のソーシャルワーク部門は開
設５年目に初めて配置され、訪問診療利用の相談・
依頼を受ける担当になった。ソーシャルワーカー
がはじめに取り組んだことは、相談・依頼を受け
た際に患者の具体的状況を把握するために、患者
の入院している病院に退院前のカンファレンスを
もちかけるということであった。つまり実践現場
においてソーシャルワーカーは、必要があれば自
ら実践のあり方を開拓していく iii。しかしながら
その実践行動については必要によってしているこ

となので、その効果性や意図については説明する
ことが難しい場合がある。そこでソーシャルワー
ク理論アプローチ、ニーズ論の観点から、実践行
動の意味するところを分析してみることにした。

２．研究方法および視点
　研究方法はソーシャルワーク記録内容の分析で
ある。具体的にはA診療所のソーシャルワーカー
の記録から、2007 年 4 月～ 2008 年 12 月まで
に訪問診療を開始したケースのうち、ヒアリング
シート（フェイスシート）、ソーシャルワーク記
録（経過記録）の両方があるもの（何らかのソー
シャルワークの対応をしたケース）22 事例のソー
シャルワーク記録の内容を分析の対象とした。
　ヒアリングシートについては、(1) 記載項目ご
とに一覧表に転記した。ソーシャルワーク記録に
ついては、(2)-1 ソーシャルワーカーのとった行
動、その対象、目的を転記し、(2)-2 発信者、主訴、
対応が求められる事柄、主訴に対する結果、効果、
効果を得た対象を整理した。その上で、(3) ソー
シャルワークの対応について、その特徴ごとにタ
イプ分類をした。その結果については、ニーズ把
握からアセスメントのプロセスをふまえ、ソー
シャルワーク対応のあり方について、システムア
プローチ、ニーズ論の観点からその意味を考察し
た。なお本研究については、日本社会事業大学研
究倫理審査委員会に倫理審査申請し承認を得てい
る。

３．分析結果
　A 診療所の 22 事例のソーシャルワーク記録を
もとに、ソーシャルワーカーに対応が求められる
課題、その対応のあり方・視点を分析した。その
結果、ソーシャルワーカーが対応すべき課題を認
識する機会は２つあり、①ケアプランやサービス
提供上に問題や疑問が生じ、支援関係者どうしの
やりとりをとおして協議の必要性を認識する場合

（8 例）、②患者や家族からの相談という形で、希
望、要望や不満、不安などが聞かれる場合（14 例）
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である。
　①の場合は、患者や家族の状況の変化によりプ
ランや方針の再検討が必要になり、支援関係者の
方がカンファレンスの必要性を認識することに
なっていた（図 1）。②の場合は、ソーシャルワー
カーの認識や対応のあり方は５つのタイプがあ
り、a. 患者家族の個別の課題として認識して個別
の対応をとる（2 例）、b. 診療所のサービスの課
題として組織内で協議する（4 例）、c.( 入院して
いた ) 病院と患者家族の課題として病院に連絡を
とる（3 例）、d. 支援体制の課題としてカンファ
レンスを開く（3 例）、e. 患者家族の特性や課題
として機関間で連絡をとる（2 例）に分類するこ
とができた（図 2）。

４．考察
　分析結果について、A 診療所のソーシャルワー
カーの対応の特徴とその背景について考察し、そ
の上でシステムアプローチの観点からその対応の
意味づけを行った。

（１）ソーシャルワーカーの対応の特徴と背景
　ソーシャルワーク記録に記載されている支援経
過をとおして、A 診療所のソーシャルワーカーの
対応の特徴をみると、療養体制の維持強化、支援
体制の対応・責務を重視する姿勢を捉えることが
できる。まずは療養生活の主体である患者家族の
要望を受けとめる姿勢である。そして患者家族が
気づいていない問題や危険性を把握した場合に
は、支援体制として積極的に関わり、方針を検討
する。時には患者家族が自分たちの問題に支援者
を巻き込もうとすることもあるが、支援体制とし
ての統一見解をもち、患者家族の問題とは距離を
置くことによって療養支援の責務を遂行する姿勢
がうかがわれ、信頼関係が構築できない時には、
相互の不信状況が悪化する前にサービス提供を終
了する場合もあることがわかった。
　その背景についてみると、特に入院治療の継続
か在宅療養かという医療内容についての判断につ
いては、医学的判断のみならず、医療体制側の事
情、患者の病状や家族の都合などが複雑に絡んで
いる状況がある。患者あるいは家族にとって、病
院を退院するという事態や、在宅療養中に患者の
病状が変化し入院したいと思っても病院側の事情
によっては入院できないことがあるという状況に
ついて、簡単には納得できないという現状がある
こともうかがわれた。そのためにそれぞれの立場
間の意見の調整を図ろうとする、ソーシャルワー
カーの位置づけはあいまいになり、どの立場の意
見を優先するのか対応の難しさがある。

（２）対応の意味
　このような状況でソーシャルワーカーが行って
いることの意味について、特にシステムアプロー
チの観点から、ソーシャルワーク展開の意味を読
み取ることができる。ピンカスとミナハンの実践
モデルによれば、クライエントシステム、ター
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ゲットシステム、アクションシステム、チェンジ
エージェントシステムという構成要素の相互作用
によってソーシャルワーク実践は展開すると説明
する iv。
　クライエントシステムについては、ソーシャル
ワーカーはクライエントのみならず、組織や体制
など様々なレベルのニーズに対応していると説明
できるので、A 診療所のソーシャルワークの場合
には、患者家族のほか、診療所のサービスや機
関間による支援体制も含まれる。その場合にター
ゲットすなわち支援標的にするのは、患者家族や
診療所、関係機関相互の協働関係、パートナーシッ
プを構築することであり、それによって様々な意
見があってもそれらを包含しながら、在宅療養の
継続を図ることであると理解することができる。
そのために各者の参加によるカンファレンスの場
において協議するというアクションシステムが機
能するように、チェンジエージェントすなわち働
きかけの主体になる、A 診療所のソーシャルワー
カーが働きかけているということができる。

（３）「自宅」という場の意味
　システムアプローチの観点から、ソーシャル
ワーカーの機能が明確になってきたが、その実践
の特徴を示す、患者家族の「自宅」という場に
ついても考えてみる必要がある。A 診療所のソー
シャルワーカーが自宅を訪問する目的としては、
家族や生活状況・ニーズの把握、療養環境の整備、
緊急時の対応や不測の事態への備え、また療養方
針の共有、病院との違いについての理解促進、信
頼関係の構築などが挙げられる。「自宅」でなさ
れている患者家族の日常生活に、支援者や医療者
が入ることには多大なる配慮が求められるが、ま
ず必要なこと、困っていることに対応することで
協力体制をつくる必要がある。
　そして次に患者家族が気づいたり予測していな
いかもしれないが、対応が必要と思われることに
目を向ける。これはニーズの観点からすると、比
較ニーズ（comparative needs）や規範的ニーズ

（normative needs）に注目しているといえ、ソー
シャルワーカーが積極的にニーズに向う姿勢があ

るといえる v。それは訪問時の患者家族の発言内
容だけではなく、生活状況や療養環境、また患者
家族の態度などから、ソーシャルワーカーが気に
なる点として把握されることも多い。それがすぐ
に問題化するかどうかはわからないが、支援者側
が予測したり期待するものと異なるからこそ気に
なると考えると、フォローアップしていく必要性
は高いと思われる。

５．まとめと今後の課題
　地域における療養体制の継続のために、ソー
シャルワークは対人支援のみならず、組織や支援
体制をも視野に含める。自宅、地域という場だか
らこそ見えてくるニーズも多い。それを予測予防
的な観点から実践を展開していくためは、アセス
メントの視点として整理していく必要がある。
　本研究では一つの在宅療養支援診療所の一人の
ソーシャルワーカーの対応に焦点をあてたが、今
後の課題としては、在宅療養支援診療所における
ソーシャルワークのモデル、または地域を基盤と
したソーシャルワークとして、アセスメントの視
点を確立していくことが求められる。
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